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●歯周病健診（無料）
■対国民健康保険に加入して
いる20歳～74歳の方　※６
月に歯周病健診を受診され
た方は、対象外　■期11月12
日～24日の各健診機関の診
療日　■持国民健康保険証　
■申市内の協力医療機関へ。
※日時など事前に確認を
●特定健診
■対国民健康保険に加入して
いる40歳～74歳の方　※今
年度国保外来人間ドック受
診の方は対象外　■期平成31
年３月25日（月）まで　■申市
内の協力医療機関へ。※日
時など事前に確認を
■問保険年金課（☎231-1668）

●訪問理美容サービス＝■対市内に居住し、在宅
で生活している65歳以上の高齢者か重度身体障
害者で、次のいずれかに該当する方　▷身体の
状況から座位を保つことが困難な方　▷ストレ
ッチャーなどによらなければ、外出が困難な方　
▷問題行動を伴う認知症などで一般の理美容店
の利用が困難な方　■内対象者の自宅を訪問し、
理髪を行う。１年度に6回まで　※８月～11月
に申請した方は４回、12月以降に申請した方は
２回まで　■料実施店の所定の料金
●寝具洗濯乾燥サービス＝■対市内に居住する65
歳以上の１人暮らしの高齢者か高齢者のみの世
帯の方、１人暮らしの重度身体障害者で在宅で
生活している３カ月以上寝たきりの方　■内寝た
きりの方が使用している布団、毛布などを洗濯、
乾燥するサービス。１年度に３回まで　※10月～
12月に申請した方は２回、１月以降に申請した
方は１回　※１回で布団など４枚まで可　■料費
用の１割
■問長寿支援課（☎231-1340）

高齢者の福祉サービス
●海響ドリームナイター好評開催中　●11月
７日～12日＝楽天銀行杯　●11月17日～22日
＝下関市議会議長杯争奪クリスタルカップ
【イベント】
●お笑いライブ＝▷10日（土）／バンビーノ
▷11日（日）／ガンバレルーヤ　▷23日（金）／
アインシュタイン　●17日（土）＝レノファ山
口応援企画＝①最終戦パブリックビューイン
グ、②選手トークステージ＆写真撮影会、③
出張レノ丸パーク、④ファンミーティング
●12・22日＝ウイニング花火
※詳細はボートレース下関のホームページで
確認を
■共■料入場料＝100円
【冠レース大募集】▷■内レースに15文字程度
のタイトルをつけてみませんか　■料1,000
円～5,000円　■申11月22日（木）までにボート
レース下関ホームページから
■問ボートレース下関（☎246-1161）

11月の開催
日程・イベント

国保の
健診を受けよう！

「
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
」

の
提
供
会
員
に
な
り
ま
せ
ん
か
？

　
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
は
、
地
域
で
育

児
を
助
け
合
う
有
償
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
会
員
組
織
で
す
。
講
習
会

を
受
講
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

▽
Ｊ
Ａ
Ｆ
の
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
に
よ

る
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
講
習
会
＝
■日
１１

月
２７
日（
火
）午
前
１１
時
～
１１
時
５０
分　

■所
ひ
か
り
童
夢　
▽
救
急
看
護
認
定
看

護
師
さ
ん
に
学
ぶ
、
心
肺
蘇
生
法
＝
■日

１２
月
５
日（
水
）午
前
１０
時
３０
分
～
１１
時

３０
分　
■所
関
門
医
療
セン
タ
ー
３
階
ホ
ー
ル

■共
■定
各
３０
人（
先
着
順
）

■申
■問
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー�

�

（
☎
２３３-

７
６
３
２
）

福
祉・医
療

障
害
児
福
祉
手
当
・
特
別
障
害
者
手
当
、

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
申
請
を

●
障
害
児
福
祉
手
当
・
特
別
障
害
者
手

当
＝
■対
政
令
で
定
め

る
程
度
の
障
害
の
状

態（
重
度
・
最
重
度
）に
あ
る
方

●
特
別
児
童
扶
養
手
当
＝
■対
２０
歳
未
満

の
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態

（
中
度
以
上
）に
あ
る
児
童
を
養
育
し
て

い
る
方　
■申
障
害
者
支
援
課
、
各
総
合

支
所
市
民
生
活
課
へ
。
※
所
得
制
限
あ
り

■問
障
害
者
支
援
課（
☎
２３１-

１
９
１
７
）

保
険・年
金

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
▽
菊
川（
☎
２8７-

４
０
０
３
）

　
▽
豊
田（
☎
７66-

２
１
８
０
）

　
▽
豊
浦（
☎
７７２-

４
０
２
３
）

　
▽
豊
北（
☎
７8２-

１
９
２
２
）

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
希
望
す

る
方
は
認
定
申
請
を

■対
市
内
に
住
所
が
あ
る
、
昭
和
２8
年
１２

月
１
日
以
前
に
生
ま

れ
た
方
で
、
日
常
生

活
に
介
護
が
必
要
な

た
め
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
希
望
す

る
方　
■持
介
護
保
険
被
保
険
者
証
、
本

人
確
認
が
で
き
る
書
類　
■申
介
護
保
険

課
、
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
、
本
庁

の
各
支
所
へ
。

■問
介
護
保
険
課（
☎
２３１-

３
１
８
４
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

被
用
者
保
険
被
扶
養
者
の
国
保
加
入

　
こ
れ
ま
で
被
用
者
保
険
の
被
保
険
者

で
あ
っ
た
方
が
後
期
高
齢
者
医
療
に
移

行
す
る
場
合
、
そ
の
方
の
被
扶
養
者
で

あ
っ
た
方
は
、
他
の
被
用
者
保
険
の
被

保
険
者
や
被
扶
養
者
に
な
ら
な
い
限
り
、

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　
資
格
喪
失
後
１４
日
以
内
に
、
資
格
喪

失
証
明
書
と
印
鑑
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
か
通
知
カ
ー
ド
、
本
人
確
認
で
き
る

物（
運
転
免
許
証
な
ど
）を
持
っ
て
、
保

険
年
金
課
、
各
総
合
支
所
、
本
庁
の
各

支
所
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■問
保
険
年
金
課（
☎
２３１-

１
９
３
０
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
に
つ
い
て

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
社
会
保
険
料

控
除
の
対
象
で
す
。
保
険
料
の
納
付
者

に
は
、
１１
月
中
旬
ま
で
に
日
本
年
金
機

構
か
ら「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険

料
）控
除
証
明
書
」が
送
付
さ
れ
ま
す
。

年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
際
は
、
こ
の

証
明
書
か
領
収
証
書
を
添
付
し
て
く
だ

さ
い
。
※
１０
月
１
日
～
１２
月
３１
日
に
今

年
は
じ
め
て
保
険
料
を
納
付
し
た
方
に

は
平
成
３１
年
２
月
上
旬
に
送
付　
※
家

族
の
保
険
料
を
納
付
し
た
場
合
も
、
社

会
保
険
料
控
除
に
加
え
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
家
族
宛
て
に
送
ら
れ
た
控
除
証

明
書
を
添
付
し
て
申
告
を　
※
問
い
合

わ
せ
は
、
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

（
☎
０
５
７
０-
００３-

００４
）へ

■問
保
険
年
金
課（
☎
２３１-

１
９
３
１
）

  
相
　
談

婦
人
相
談
員
に　
　
　
　
　
　

ご
相
談
く
だ
さ
い

　
女
性
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み（
家

庭
や
男
女
関
係
の
問
題
、
Ｄ
Ｖ
な
ど
）に
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行政相談・人権相談・年金相談（11月）
・行政相談…国の行政機関に関する苦情、要望、意見等
  【詳細】山口行政監視行政相談センター

（☎083-932-1100）
・人権相談…差別、暴行、虐待、セクハラ、パワハラ、
  いじめ、体罰、名誉侵害等、人権問題全般
  【詳細】山口地方法務局　下関支局   （☎234-4000）
・年金相談…年金に関する事
  【詳細】山口県社会保険労務士会　下関支部

（☎083-923-1720）
■問生活安全課　市民相談所（☎231-3730）
内　容 日 曜 時　間 会　場

行政相談

8 木 13:00～16:00 長府公民館
12 月 10:00～12:00 菊川町総合福祉会館
14 水 13:00～16:00 市役所本庁舎新館5階
16 金 10:00～12:00 社会福祉協議会豊田支所

20 火 10:00～12:00
豊浦総合支所
豊北保健センター

22 木 13:00～16:00 川中公民館

人権相談
1 木

10:00～12:00

長府東公民館
安岡公民館

16 金 社会福祉協議会豊田支所
20 火 川棚公民館

年金相談 8 木 13:00～16:00 長府公民館

※市民会館は駐車場なし。公共交通機関の利用を　※申告は自宅やオフ
ィス、税理士事務所からインターネットでできる「e

イータックス

-Tax｣を、納付は自宅
やオフィスから納付可能な「ダイレクト納付｣の利用を

■年末調整説明会および消費税軽減税率制度説明会

■税に関する11月の催し　
11月11日～17日は「税を考える週間｣
です。
▶税に関する作品（中学生の作文・
習字、小学生の絵はがき）などの展
示＝■期■所11月３・４日／豊田生涯
学習センター、11月５日～12日／
シーモール２階（竹崎町四丁目）、
11月16日～22日／豊北総合支所・
川棚公民館、11月17・18日／アブ

ニール　▶税理士による税の無料
相談＝■日11月８日（木）午前10時～
午後４時　■所シーモール２階　▶

「租税作品合同表彰式・税金クイズ
大会」＝■日11月10日（土）午前10時30
分～　■所シーモール２階セントラ
ルコート　※詳細は下関税務署（☎
222-3441）へ
■問市民税課（☎231-1210）

　市役所本庁舎本館の解体が完了し、
新庁舎の建設に着手します。立体駐車
場２階・５階の既存連絡通路を封鎖し
ますので、駐車場の１階仮設通路から
本庁舎新館の１階へ入館してください。
　しばらくの間ご不便をお掛けします
が、ご理解とご協力をお願いします。
■問管財課（☎231-1866）

10月下旬から立体駐車
場連絡通路が変わります

税に関する説明会と11月の催し
月 日 曜 時　間 説明会種類 場　所 対　象 定員

11
21 水

13：30～15：30 年末調整
アブニール 菊川・豊田・豊浦・

豊北町の方 200人
15：30～16：00 消費税軽減税率制度

22 木
13：30～15：30 年末調整

市民会館 本庁管内の方 700人
15：30～16：00 消費税軽減税率制度

婦
人
相
談
員
が
面
接
、
電
話
で
相
談
に

応
じ
ま
す
。

■日
平
日
の
午
前
９
時
～
午
後
４
時　
■所

市
民
相
談
所（
市
役
所
本
庁
舎
新
館
５
階
）

▽
相
談
電
話
＝
☎
２３１-
１
１
５
６

■問
福
祉
政
策
課（
☎
２３１-
１
４
１
８
）

弁
護
士
無
料
法
律
相
談

●
豊
北
総
合
支
所
＝
■日
１１
月
１6
日（
金
）

午
後
１
時
～
４
時　
■定
６
人（
先
着
順
）

■申
１１
月
１
日
～
１6
日
に
、
電
話
で
豊
北

総
合
支
所（
☎
７8２-

１
９
１
７
）へ
。

●
市
民
相
談
所
＝
■日
毎
週
月
・
木
曜
日

の
午
前
９
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～
４

時　
■定
１２
人（
先
着
順
）※
相
談
日
の
１

週
間
前
か
ら
、
直
接
か
電
話
で
予
約
を

※
職
員
に
よ
る
一
般
相
談
は
平
日
の
午

前
９
時
～
午
後
４
時

■問
市
民
相
談
所（
☎
２３１-

３
７
３
０
）

お
知
ら
せ

１１
月
９
日
～
１５
日
は　
　
　
　

秋
季
火
災
予
防
運
動

　
消
防
局
で
は
、
火
災
予
防
運
動
期
間

を
中
心
に
、
各
消
防

署
で
消
防
演
習
・
住

宅
防
火
訪
問
・
街
頭

広
報
な
ど
を
行
い
、

火
災
予
防
を
呼
び
掛
け
ま
す
。

　
自
治
会
な
ど
で
防
火
行
事
を
希
望
す

る
際
は
、
最
寄
り
の
消
防
署
、
消
防
出

張
所
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

「
忘
れ
て
な
い
？　
サ
イ
フ
に
ス
マ
ホ
に

火
の
確
認
」

■問
消
防
局
予
防
課（
☎
２３３-

９
１
１
３
）

浄
化
槽
法
定
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

　
浄
化
槽
を
使
用
し
て
い
る
方
は
、
使

用
を
始
め
て
３
カ
月
経
過
後
５
カ
月
の

間
と
、
そ
の
後
１
年
に
１
回
は
県
知
事

が
指
定
し
た
検
査
機
関
の
山
口
県
浄
化

槽
協
会
に
よ
る
検
査
が
法
律
で
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
浄
化
槽
が
適
正
に
維
持
管
理
さ
れ
、

本
来
の
機
能
が
十
分
発
揮
さ
れ
て
い
る

か
を
確
認
す
る
検
査
で
す
。
維
持
管
理

業
者
と
委
託
契
約
を
し
て
い
て
も
、
検

査
は
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
※

検
査
の
時
期
に
な
っ
た
ら
、
山
口
県
浄

化
槽
協
会
か
ら
案
内
が
あ
り
ま
す

■問
廃
棄
物
対
策
課（
☎
２５２-

０
９
７
８
）

地
籍
図
・
地
籍
簿（
案
）の
閲
覧

　
国
土
調
査
法
に
基　
　
　

づ
き
、
平
成
２９
年
度

に
地
籍
調
査（
一
筆
地
調
査
）を
実
施
し

た
次
の
土
地
の
地
籍
図
と
地
籍
簿
の
案

を
作
成
し
ま
し
た
。
特
に
地
権
者
の
方

は
、
閲
覧
・
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
対
象
土
地
】▽
彦
島
江
の
浦
町
六
丁
目

▽
彦
島
江
の
浦
町
七
丁
目　
▽
彦
島
江

の
浦
町
八
丁
目　
▽
彦
島
江
の
浦
町
一

丁
目
の
県
道　
▽
彦
島
江
の
浦
町
四
丁

目
の
県
道　
▽
彦
島
江
の
浦
町
五
丁
目

の
県
道　
■期
１１
月
１6
日
～
１２
月
６
日　

午
前
９
時
～
午
後
５
時　
※
金
曜
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